今後の取組内容について資料１


[bookmark: _GoBack]１　神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議について（設置背景）
　　平成21年10月に施行された「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」では、県民・事業者・行政が、それぞれの責務（第３～５条）を踏まえて、協働してバリアフリーの街づくりの取組みを進めること（第６条）、障害者等（高齢者、妊産婦、乳幼児を同伴する方等を含む。）の意見を施策に反映（第８条）させることや、施策を適時に、かつ適切な方法により検討を加える（第９条）ことを条例に盛り込み、実効性ある条例とすることとしている。＜参考資料１「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」＞
本条例に基づき、バリアフリーの街づくり施策に障害者等の意見を反映するため、県民から幅広く意見を収集し、これを踏まえた取組みを検討する仕組みとして、平成22年10月に、障害者等の当事者団体等及び関係団体、事業者団体、学識経験者、県民公募委員から構成される「神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議（以下、「県民会議」という。）が設置された。

２　県民会議の目的・役割
・　条例に基づき、県民・事業者・行政がそれぞれの責務を踏まえ、協働してバリアフリーの街づくりに向けた取組みを推進する。
・　バリアフリーの街づくり施策に障害者等の意見を反映するため、幅広く意見を収集し、それらを踏まえた取組みを検討する。
【主な役割】
(1) 県民活動の促進と県民・事業者・行政の協働による取組みの実施
(2) 県民からの提案・意見の収集
(3) 県民意見をもとに、行政や事業者、県民がそれぞれ取り組むべきことを検討し、県民会議からの提案として発信
(4) バリアフリーの街づくりの取組みについての検証

３　これまでの取組みについて
提案書の作成及び各構成団体等による実践、提案内容の普及啓発、モニタリングや取組事例の共有による検証を行うことで、協働でバリアフリーの街づくりを推進してきた。
【主な取組内容】
・　提案書「みんなで創るバリアフリーの街づくり～県民会議からの提案～」の作成
・　提案書の参考資料（取組事例集、先進事例集）の作成
・　提案書の概要版リーフレット「誰ひとり取り残さない ともに生きる社会に向けて ～バリアフリーとSDGs～」の作成、活用検討
・　普及啓発イベント（バリアフリーフェスタかながわ）の開催
・　モニタリングの実施
＜参考資料２「みんなで創るバリアフリーの街づくり～県民会議からの提案～」＞
＜参考資料３「提案書　概要版リーフレット」＞

４　今後の取組みの方向性について（案）
　引き続き、提案書に基づく取組内容を実践し、その内容を県民会議で報告することで構成団体の連携を図りながら、県民に対する分かりやすい情報提供や普及啓発の取組みを進めていく。
ただし、取組みが定例化される中で効果が限定的になっている懸念があることに加え、全庁的な業務の見直しが求められている状況にあることから、委員任期が３年に延長されたことも踏まえ、定例の取組みを毎年度実施するのではなく、任期単位で取組内容を検討していく。（予算は、100万円程度／年）

【次期（第８期）の取組内容の検討】
(1) 普及啓発事業（バリアフリーフェスタ）
　　令和８年度以降は、現在同時開催している「介護フェア」が廃止されることとなったため、従来のイベント型の普及啓発事業を同規模で開催することは困難となる。
そのため、実施形態等の再考又はイベント型ではない別の普及啓発事業を検討する必要がある。
（例）・提案書の概要版リーフレットを元にした動画、展示パネル作成
・会場規模を縮小し、少数の企画やブースを出展
（会場イメージ：そごう横浜店地下２階スペース、
海老名駅前イベントスペース ビナプラザ　等）
・既存イベント（各構成団体主催のもの等）の１ブースとして出展
　
(2) モニタリング
提案書に基づく取組内容を検証するため、取組事例の中から候補先を選定してモニタリングを行い、その結果を持ち帰ることで、当該事例だけでなく県民会議を構成する各団体の取組みに成果を反映させることを目的として、原則年に１回実施していた。近年、委員から対象事例の提案がない状況も踏まえ、ふさわしい事例があったときに適宜実施することとする。

(3) その他の取組み
これまでの取組みに縛られず、社会状況の変化に応じて必要な取組み（重点テーマ）について検討する。（テーマ例：災害対策、ＡＩ・ＩｏＴ等の活用について　等）
（例）・取り上げたテーマに係る勉強会、講習会の企画、開催
＜参考資料４「県における取組内容（例）について」＞
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